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Ｑ＆Ａ

Ｑ1．単元未満株式を売却したい。
Ｑ2．単元未満株式を所有しているため、株式を買

増して単元株にしたい。
Ｑ3．資産管理を簡略化するため、取引のある特定

の証券会社の口座に株式を振替えたい。

■　Ａ1．　Ｑ1及びＱ2について
　特別口座の口座管理機関中央三井信託銀行株式
会社（左記記載）にお申出ください。

■　Ａ2．　Ｑ3について
　特別口座の口座管理機関中央三井信託銀行株式
会社（左記記載）にお申出ください。中央三井信託
銀行株式会社所定の用紙「口座振替申請書」にご本
人名義の証券会社の口座をご記入いただき、中央三
井信託銀行株式会社の左記の送付先か最寄りの本
支店宛てにご提出をお願い致します。
　この手続きにより、特別口座で管理された単元株
式又は単元未満株式は証券会社のご本人名義の口
座に振替えができます。
　尚、証券会社にお口座をお持ちでない株主様は、
あらかじめ証券会社で口座開設のお手続きを行っ
てください。

（注）特別口座は、保全口座であり取引口座ではあ
りません。

　　　従いまして、担保設定及び売却等の取引はで
きません。
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